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町
で
は
、
東
日
本
大
震
災
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
を
追
悼
し
、

ご
遺
族
や
町
民
の
皆
様
と
と
も
に
、
町
の
復
旧
・
復
興
へ
の
決
意

を
誓
う
た
め
、
震
災
か
ら
３
年
の
節
目
と
な
る
３
月
11
日
に
追
悼

式
を
開
催
し
ま
す
。

日
時　

３
月
11
日
㈫　

14
時
30
分
～

会
場　

新
地
町
総
合
体
育
館

次
第　

　

14
時
30
分　

開
式

　

14
時
40
分　

政
府
主
催
の
追
悼
式
を
中
継
放
映

　

14
時
46
分　

黙
祷

　
　
　
　
　
　

式
辞
・
追
悼
の
辞

　
　
　
　
　

    

献
花

　
　
　
　

 　

   

閉
式

そ
の
他　

無
宗
教
・
献
花
形
式
で
執
り
行
い
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ　

総
務
課
（
☎
�
２
１
１
１
）

　

平
成
26
年
度
～
35
年
度

　

個
人
住
民
税

　

均
等
割
額
が

　

改
正
さ
れ
ま
す

　
﹁
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興

に
関
し
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す

る
防
災
の
た
め
の
施
策
に
必
要
な

財
源
の
確
保
に
係
る
地
方
税
の
臨

時
特
例
に
関
す
る
法
律
﹂
の
施
行

に
よ
り
、
平
成
26
年
度
か
ら
平
成

35
年
度
ま
で
の
10
年
間
、
町
県
民

税
均
等
割
に
１
，
０
０
０
円
（
町

民
税
分
５
０
０
円
、
県
民
税
分

５
０
０
円
）
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

※
福
島
県
で
は
、
水
源
の
か
ん
養

や
県
土
の
保
全
な
ど
、
私
た
ち
の

生
活
に
さ
ま
ざ
ま
な
恵
み
を
も
た

ら
す
森
林
の
公
益
的
機
能
の
重
要

性
を
踏
ま
え
、
県
民
全
体
で
森
林

を
守
り
育
て
、
本
県
の
豊
か
な
自

然
環
境
や
良
好
な
生
活
環
境
を
将

来
に
わ
た
っ
て
維
持
し
、
次
の
世

代
に
引
き
継
い
で
い
く
た
め
の
財

源
と
し
て
、
平
成
18
年
４
月
か
ら

森
林
環
境
税
が
導
入
さ
れ
て
い
ま

す
。

◎
問
い
合
わ
せ

税
務
課
（
☎
�
２
１
１
９
）

【改正税額（均等割）】
25 年度まで 26 ～ 35 年度まで

県民税
均等割額

２，０００円

（うち森林環境税 1,000 円）

２，５００円

（うち森林環境税 1,000 円）

町民税
均等割額

３，０００円 ３，５００円

均等割額
合計

５，０００円 ６，０００円

【適用期間】平成 26 年度～ 35 年度までの 10 年間

町県民税・所得税の申告を
お願いします

平成 26 年度町県民税申告と平成 25 年分所得

税の確定申告は、３月 17 日㈪までです。

お忘れのないようお願いします。

◎問い合わせ　税務課（☎�２１１９）



　

被
災
高
齢
者

　

共
同
住
宅

　

入
居
者
募
集

　

町
で
は
、
被
災
高
齢
者
共
同
住

宅
の
入
居
者
を
次
の
と
お
り
募
集

し
ま
す
。

所
在
地　

小
川
字
ソ
リ
畑
８
番
地

募
集
戸
数　

１
戸

構
造
・
部
屋
数　

木
造
平
屋
建　

３
Ｋ　

１
戸

月
額
家
賃
等　

４
，
３
０
０
円
～
６
，
３
０
０
円

（
※
月
額
家
賃
は
収
入
に
応
じ
て

決
定
し
ま
す
。）

駐
車
場
使
用
料

月
額
１
，
５
０
０
円

入
居
資
格　

平
成
23
年
３
月
11
日

に
町
内
に
居
住
し
て
お
り
東
日
本

大
震
災
に
よ
り
被
災
し
た
年
齢
65

歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
又
は
高
齢

者
の
み
の
世
帯
の
方
で
住
ま
い
に

困
窮
し
て
い
る
方

申
込
方
法　

町
役
場
健
康
福
祉
課

に
用
意
し
て
あ
る
入
居
申
込
書
に

必
要
事
項
を
記
入
、
関
係
書
類
を

添
付
し
て
提
出
し
て
下
さ
い
。（
申

休日在宅歯科当番医

  ２日㈰　森岡歯科医院
（原町区）☎㉔０８１４

  ９日㈰　黒澤歯科医院
（相馬市）☎㊱１４１４

16 日㈰　山田歯科医院
（原町区）☎㉓２７０９

21 日㈮　斉藤歯科医院
（相馬市）☎㊱２６２５

23 日㈰　荒川歯科医院
（原町区）☎㉓３４２８

30 日㈰　西町歯科医院
（鹿島区）☎㊻５５３４

診療時間　９時～ 16 時

休日在宅当番医

  ２日㈰　羽根田医院
（相馬市）☎㉟２９７０

  ９日㈰　相馬中央病院
（相馬市）☎㊱６６１１

16 日㈰　杉本医院
（相馬市）☎㊱３６５０

21 日㈮　あらき産婦人科クリニック
（相馬市）☎㉟０３０３

23 日㈰　ふなばし内科クリニック
（相馬市）☎㉟１５００

30 日㈰　桜ヶ丘さいとう整形外科
（相馬市）☎㉟１３３３

診療時間　９時～ 16 時

無料法律相談所
　町では、次のとおり弁護士および司法書士に

よる無料法律相談所を開設します。

開設日（３月）
①司法書士による相談　 ３月 11 日㈫

②弁護士による相談　　 ３月 18 日㈫

場所・時間　役場１０１相談室　14 時～ 16 時

相談員　福島県弁護士会相馬支部所属弁護士

　　　　福島県司法書士会所属司法書士　　　

相談内容　被災者の生活に関する悩みや、消費生活に関すること

◎問い合わせ
福島県弁護士会相馬支部（☎㊱４７８９）

福島県司法書士会（☎ 024-534-7502）

町民課（☎�２１１６）

心配ごと相談
３月 10 日㈪・20 日㈭ 10 時～ 15 時　保健センター

交通事故相談
３月３日㈪　９時～ 17 時　役場１０１相談室

行政相談
３月 10 日㈪　10 時～ 15 時　保健センター

３月

込
書
類
の
返
却
は
い
た
し
ま
せ

ん
。）

募
集
期
間　

２
月
20
日
㈭
～
３
月
７
日
㈮

そ
の
他　

応
募
数
が
募
集
戸
数
を

上
回
っ
た
場
合
は
、
選
考
の
上
、

決
定
し
ま
す
。

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

健
康
福
祉
課
（
☎
�
２
９
３
１
）

　

予
備
自
衛
官
補
募
集

　

防
衛
省
・
自
衛
隊
で
は
、
次
の

と
お
り
予
備
自
衛
官
補
を
募
集
し

ま
す
。

【
予
備
自
衛
官
補
（
一
般
）】

募
集
人
員　

東
北
方
面
隊
管
内
約
１
０
０
名

応
募
資
格
（
平
成
26
年
７
月
１
日
現
在
）

18
歳
以
上
34
歳
未
満
（
男
女
）

【
予
備
自
衛
官
補
（
技
能
）】

募
集
人
員　

東
北
方
面
隊
管
内
約
20
名

応
募
資
格
（
平
成
26
年
７
月
１
日
現
在
）

18
歳
以
上
で
国
家
免
許
資
格
等
を

有
す
る
者

技
能
に
応
じ
53
歳
～
55
歳
未
満

（
男
女
）

【
共
通
事
項
】

受
付
期
限　

４
月
２
日
㈬
ま
で

試
験
期
日　

４
月
11
日
㈮
～
15
日

㈫
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
１
日
を
指

定合
格
発
表　

５
月
16
日
㈮

受
験
会
場　

受
付
時
に
お
知
ら
せ
し
ま
す

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

自
衛
隊
福
島
地
方
協
力
本
部

相
双
地
域
事
務
所

（
☎
㉓
４
７
１
２
）

人権相談
３月 10 日㈪　10 時～ 15 時　保健センター


